
◆四万十町第3期地域福祉計画の概要
１ 計画の策定趣旨
　平成３０年度に策定された第２期地域福祉計画の基本理念を踏襲し、社会情勢や包括的な支援体制の整備を踏まえたうえで地域福祉を推進するため策定を行います。
２ 基本理念
　「地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町～」
を基本理念に掲げ、地域福祉をみんなで進めることができる社会の実現を目指します。
３ 基本目標
　地域共生社会の実現のため、9つの基本目標に沿って地域福祉の推進を図ります。
1 小規模多機能支援の充実
2 集落機能の維持・充実
3 自立した生活への支援
4 権利擁護の充実（成年後見制度利用促進基本計画）
5 地域福祉の活動を支える人材育成
6 子育て支援の充実
7 防災・災害時要配慮者支援の展開
8 包括的な支援体制づくり
9 住民主体のまちづくり（地域福祉活動計画）
４ 評価及び進行管理
　本計画の評価及び進行管理については地域福祉計画推進委員会おいて毎年行います。
５ 計画期間
計画期間は令和５年４月１日から令和10年３月31日までの5年間です。
　　 ６ 施策に関する事項
　　　　9つの基本目標に沿って「現状と課題」「施策の方向性」「取り組み」を記載します。

